
令和６年１０月７日  

都市ブランド創造局  

ス ポ ー ツ 振 興 課  

 

 

北九州市スポーツ推進計画（素案）の策定及び市民意見の募集について 

 

 

１ 経緯 

  北九州市では、平成２８年に改訂した「北九州市スポーツ振興計画」に基づ

き、基本理念に掲げた「ライフステージに応じたスポーツ機会の創造とスポー

ツを通じた元気なまちづくりの推進」を実現するため、関係団体等と連携しな

がら、様々なスポーツ施策に取り組んできた。 

  このような中、令和６年３月に「北九州市・新ビジョン（北九州市基本構想・

基本計画）」が策定されたことを踏まえて、スポーツ振興に関する分野別計画と

して「北九州市スポーツ推進計画」を策定することとしている。 

 

２ 策定の流れ 

  策定にあたっては、外部有識者を交えた「北九州市スポーツ推進計画策定検

討会」での議論等を踏まえつつ、「令和４年度北九州市民スポーツ実態調査」の

結果や次世代を担う若い世代など、市民からの意見を聴きながら検討を進める

こととしている。 

  そこで、新たな計画をより良いものとするため、市民や団体等から意見を聴

取するパブリックコメントを実施する。 

 

３ 計画期間 

  令和７（2025）年度から令和１１（2029）年度まで（５年間） 

 

４ 今後のスケジュールについて（予定） 

  令和６年１０月７日 常任委員会に素案の策定、市民意見の募集の報告 

  令和６年１０月１０日から１１月８日 市民意見募集 

  令和６年１２月   常任委員会でパブリックコメント結果、最終案を報告 

  令和７年３月    「北九州市スポーツ推進計画」策定 
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北九州市スポーツ推進計画の概要

 新ビジョンの重点戦略「稼げるまち」 「彩りあるまち」 「安らぐまち」を

踏まえた３つの方針を柱立て。

 ３つの方針に沿って、これまでの取組も踏まえた施策を進めていくとともに、

その中でも「スポーツで稼げるまちの実現」の視点を強化する。

 スポーツを取り巻く環境変化が激しいことを踏まえ、個別具体的な事業レベル

ではなく、スポーツ振興が目指す大きな方向性を定め、行政や関係団体、企業

や市民とのベクトルを合わせるための計画とする。

一歩先を見据えた新たなスポーツコンテンツを創出し、
都市ブランド力を高め、スポーツで稼げるまちを実現する

子どもの個性や可能性をはぐくみ、スポーツを支える
人材とともに、まちの活力や魅力を向上させる

≪方針Ⅱ≫

いつでもだれもがスポーツにACCESS！

市民のスポーツ活動を推進し、気軽にスポーツに
親しめる場を充実させ、ウェルビーイングを実現する

方
針

考
え
方

重点方針

目指す姿

① 観るスポーツの機会充実

② スポーツによるまちの活性化の推進

③ 大規模国際スポーツ大会等の誘致・開催支援

④ スポーツツーリズムの推進

⑤ 都市の魅力を高めるスポーツの振興

⑥ プロスポーツチーム等・アスリートの応援機運の

醸成

⑦ 興行ニーズに対応した開催環境づくり

⑧ プロスポーツチーム等との連携による地域活性化

⑨ 戦略的プロモーションにつながる効果的な情報

発信

施策１ スポーツを通じた都市ブランド力の向上 施策２ 市民のスポーツ活動の推進

施策３ 気軽にスポーツに親しめる場の充実

施策５ スポーツを支える人材の活躍の場の充実

施策４ 子どものスポーツ活動の推進

① 学校体育による子どもの体力向上

② 子どもの個性や可能性を引き出す運動・スポーツ

に親しむ機会の充実

③ 子育て世代に向けたスポーツ情報発信の充実

① 市民のスポーツ活動の参加や観る機会の創出・

充実

② 女性や若者、働く世代のスポーツ機会の創出

③ スポーツを通じた心と身体の健全な発達

④ 競技スポーツの支援

⑤ インクルーシブスポーツ（障害のある人などのス

ポーツ活動）の推進

① スポーツ推進委員・スポーツ指導者・パラスポーツ

指導者の育成・活用及び資質向上

② 地域スポーツを支える団体（北九州市スポーツ協

会等）の活動の充実

③ 大学等との連携による地域スポーツを支える人

材の育成・拡充・支援

④ プロスポーツチーム等と大学等との連携によるス

ポーツボランティア活動などの場づくり

① スポーツ施設のユニバーサルデザイン化や環境に

やさしい取組の促進

② 学校体育施設の有効活用

③ 多様なライフスタイルに対応したスポーツ施設の

運用

④ 公園など身近な運動の場の提供

⑤ 産学官連携によるスポーツ環境の創出

施

策

コンセプト

≪方針Ⅰ≫

スポーツでまちの魅力にACCESS！

≪方針Ⅲ≫

スポーツで未来にACCESS！

スポーツ ACCESS都市 北九州

市民誰もが生涯を通してスポーツに親しみ元気になることで、
豊かで未来輝く市民生活の実現を図る。

また、スポーツの力で都市の魅力を上げて、国内外から多様な人々を惹きつけ、
地域・経済の活性化を促すことで、まちの成長を目指す。

方針Ⅰ・方針Ⅱ・方針Ⅲが連動し、

プラスに作用することで、

スポーツで「まちが成長」の

好循環につなげます。

目
標

①スポーツを身近に感じる市民の割合 70％（令和１１年度目標）（現状44.4%）

②スポーツ実施率 ７０％ （令和１１年度目標）（現状：５６．６％）

③スポーツ観戦率 ４０％ （令和１１年度目標）（現状：２０．０％）

④観光消費額 １,８００億円（令和１０年度目標）（現状：８２７億円）

計画期間 令和7年度から令和11年度（5年間）
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資料１



 

意見募集要領 

「北九州市スポーツ推進計画（素案）」に対する意見の募集について 

 

北九州市では、令和６年３月にこれからの市政運営の指針となる「北九州市・新ビジョン（北

九州市基本構想・基本計画）」を策定したことを踏まえて、スポーツ振興に関する分野別計画と

して「北九州市スポーツ推進計画」を策定します。 

このたび、「令和４年度北九州市民スポーツ実態調査」や、有識者からなる「北九州市スポー

ツ推進計画策定検討会」の意見等から、素案をとりまとめましたので、市民のみなさまのご意

見を募集します。 

 

１ 意見募集期間 

令和６年１０月１０日（木）から１１月８日（金）まで 

 

２ 素案の閲覧・配布場所 

 ・都市ブランド創造局スポーツ振興課（市役所本庁舎２階） 

 ・各区役所総務企画課、出張所  ・各市民センター 

・総務市民局広聴課（市役所本庁舎１階） 

 ・北九州市ホームページ https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/016_00012.html 

  （テキスト版データもご利用いただけます。） 

 

３ 意見の提出方法 

  住所、氏名、意見を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。 

(1) 電子メール メールアドレス 

brand-sports@city.kitakyushu.lg.jp 

(2) 郵送 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市ブランド創造局スポーツ振興課あて 

(3) ファクシミリ ＦＡＸ番号 ０９３－５８２－２６７７ 

(4) 指定場所への持参 ・都市ブランド創造局スポーツ振興課（市役所本庁舎２階） 

・各区役所総務企画課 

・総務市民局広聴課（市役所本庁舎１階） 

※ 受付時間は平日の９：００～１７：００です。 

土・日曜日、祝日は受け付けておりません。 

※ 出張所及び市民センターでは受け付けておりません。 

(5)オンライン https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-

apply/surveys/2648519895937925584 

 

４ 意見提出書様式 

様式は自由です。 ※別紙の様式を参考にしてください。 

 

５ 問い合わせ先 

北九州市都市ブランド創造局スポーツ振興課 

 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

TEL  ０９３－５８２－２３９５、FAX  ０９３－５８２－２６７７ 

電子メールアドレス：brand-sports@city.kitakyushu.lg.jp 

↓オンライン提出 
はこちら 

↓北九州市ホームページ 
はこちら 
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別紙（参考様式） 

北九州市スポーツ推進計画（素案）への意見提出用紙 

＜意見募集期間：令和６年１０月１０日（木）から１１月８日（金）まで＞ 

 

○ 住所、氏名をお書きください。 

○ 日本語でお書きください。 

○ 用紙が不足する場合は、様式は問いませんので、ご自分でご用意ください。 

○ いただいたご意見は、住所、氏名を除き、公開されることがあります。 

○ いただいたご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

住所 (所在地) 

 

氏名（団体、法人名） 

ご意見 
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